
田原市木造住宅耐震改修費助成事業　補助金申請手続きフロー

申請者（事業者）

市役所

補助金変更承認申請書の提出

耐震改修計画策定（設計）の完了

補助金変更承認申請書の提出

補助金変更承認通知による通知

耐震改修工事の完了

耐震改修工事の契約及び着手（開始）

中間検査申請書の提出

市職員による現場確認

中間検査合格通知書による通知

補助金変更承認通知による通知

補助金の交付

実績報告書の提出

補助金確定通知書による通知

補助金請求書の提出

補助金交付申請書の提出

補助金交付決定通知書による通知

耐震改修計画策定（設計）開始

改修計画確認申請書の提出

改修計画確認通知書による通知

補助対象経費（工事費）額が決定

補助対象経費（工事費）額を概算で提出

補助対象経費（工事費）額の決定により、

補助金の額が補助金交付決定通知書に

記載された額から変更となる場合に必要

確認を受けた改修計画から仕様変更をする

などによって、補助対象経費額または補助

申請額が変更となる場合は、その度に「補助

金交付変更承認申請書」の提出が必要


